
瀬戸市水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程の一部を改正する

規程をここに公布する。  

令和元年９月３０日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市水道事業管理規程第１号 

瀬戸市水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程の一部を改正  

する規程  

瀬戸市水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程（平成１０年瀬戸

市水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（指定の申請） 

第４条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えな

ければならない。 

⑴ 施行規則に定められた様式第２による次

条第３号アからカまでのいずれにも該当し

ない者であることを誓約する書類 

⑵ ＜省略＞ 

（指定の基準） 

第５条 市長は、前条第１項の指定の申請をした 

者が次の各号のいずれにも適合していると認め 

るときは、同項の指定をしなければならない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の 

事業を適正に行うに当たって必要な認知、 

判断及び意思疎通を適切に行うことができ 

（指定の申請） 

第４条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えな

ければならない。 

⑴ 施行規則に定められた様式第２による次

条第３号アからオまでのいずれにも該当し

ない者であることを誓約する書類 

⑵ ＜省略＞ 

（指定の基準） 

第５条 市長は、前条第１項の指定の申請をした 

者が次の各号のいずれにも適合していると認め 

るときは、同項の指定をしなければならない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産 

者で復権を得ないもの 

 



ない者  

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得な 

い者 

ウ ＜省略＞ 

エ ＜省略＞ 

オ ＜省略＞ 

カ 法人であって、その役員のうちにアから 

オまでのいずれかに該当する者があるもの 

（変更の届出） 

第６条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定により変更の届出をしようとする

者は、当該変更のあった日から３０日以内に施

行規則に定められた様式第１０による届出書に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 前項第３号に掲げる事項の変更の場合に

は、施行規則に定められた様式第２による

前条第３号アからカまでのいずれにも該当

しない者であることを誓約する書類及び登

記事項証明書 

 （主任技術者の職務等） 

第１１条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実

に行わなければならない。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材

質が政令第６条に定める基準に適合している

ことの確認 

 ⑷ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

（事業の基準） 

第１４条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置

工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な

事業の運営に努めなければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ 

 

 

 

イ ＜省略＞ 

ウ ＜省略＞ 

エ ＜省略＞ 

オ 法人であって、その役員のうちにアから 

エまでのいずれかに該当する者があるもの 

 （変更の届出） 

第６条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定により変更の届出をしようとする

者は、当該変更のあった日から３０日以内に施

行規則に定められた様式第１０による届出書に

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 前項第３号に掲げる事項の変更の場合に

は、施行規則に定められた様式第２による

前条第３号アからオまでのいずれにも該当

しない者であることを誓約する書類及び登

記事項証明書 

（主任技術者の職務等） 

第１１条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実

に行わなければならない。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材

質が政令第４条に定める基準に適合している

ことの確認 

⑷ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

（事業の基準） 

第１４条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置

工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な

事業の運営に努めなければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ 



⑸ 次に掲げる行為を行わないこと。 

ア 政令第６条に規定する給水装置の構造

及び材質の基準に適合しない給水装置を

設置すること。 

イ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ 

⑸ 次に掲げる行為を行わないこと。 

ア 政令第４条に規定する給水装置の構造

及び材質の基準に適合しない給水装置を

設置すること。 

イ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ 
  

   附  則 

この規程は、公布の日から施行する。  


